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開会 午前１０時００分 

○議長（阿部 寛治） おはようございます。 

  本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

  本日の日程に入ります前に、３月６日に行いました一般質問において、質問内容

を精査するため最終日まで時間をいただいておりましたので、その報告をさせてい

ただきます。 

  発言内容を慎重に検討し、字句等の訂正及び取消しを行っております。 

  ご協力ありがとうございました。 

  以上、一般質問の内容についての報告といたします。 

  それでは、ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  それでは、日程に従い議事を進めます。 

  日程第１、議案第１０号「篠栗町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定

について」を議題といたします。 

  本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第１０号「篠栗町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」 

  本議案は、個人情報の保護に関する法律等改正法及び行政機関個人情報保護法等

改正法の施行に伴い、所要の規定を整備するため、本条例の一部を改正することに

ついて、議会の議決を求められたものであります。 

  改正の主な内容は、個人情報の定義の明確化及び要配慮個人情報の取扱いを規定

する改正を行うものであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 
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  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治）  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２、議案第１１号「篠栗町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定

について」を議題といたします。 

  本案は、文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  今長谷委員長。 

○文教厚生常任委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第１１号「篠栗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

て」 

  本議案は、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が、平成３１年１月２５

日に公布され、平成３１年４月１日に施行されることから、所要の規定を整備する

ため、本条例の一部を改正するものであります。 

  改正の内容は、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を３万円引き上げ

るものです。 

  また、国民健康保険税の減額の対象となる所得の基準については、５割軽減の対

象となる世帯は、被保険者の数に乗ずべき金額を５,０００円、２割軽減の基準に

ついては、１万円引き上げるものであります。 

  なお、本条例は平成３１年４月１日から施行され、改正後の規定は、平成３１年

度以後の国民健康保険税について適用し、平成３０年度分までは、従前の例により

ます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 
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  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第３、議案第１２号「北筑昇華苑組合立北筑昇華苑使用料金の一部負担に関

する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題といたします。 

  本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

議案第１２号「北筑昇華苑組合立北筑昇華苑使用料金の一部負担に関する条例の

一部を改正する条例の制定について」 

  本議案は、北筑昇華苑組合立北筑昇華苑条例の一部改正により、使用料の改定及

び公平性に基づき、負担金額における一般世帯と生活保護世帯の区分を廃止するた

め、本条例の一部を改正する条例を制定することについて、議会の議決を求められ

たものであります。 

  主な内容は、負担金額を１０歳以上一体につき２,０００円減の２万円、１０歳

未満一体につき１,０００円減の１万円、死産児一体につき２,０００円減の３,０

００円に改めるものであります。 

  なお、この条例は平成３１年４月１日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 
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  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第４、議案第１３号「篠栗町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」を議題といたします。 

  本案は、文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  今長谷委員長。 

○文教厚生常任委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第１３号「篠栗町水道法施行条例の一部を改正する条例の制定について」 

  本議案は、学校教育法の一部を改正する法律等の施行に伴い所要の改正が必要な

ため、議会の議決を求められたものです。 

  改正の主な内容は、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件について改正

するものであります。 

  なお、この条例は平成３１年４月１日から施行されます。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第５、議案第１４号「基本協定の一部変更について」を議題といたします。 
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  本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第１４号「基本協定の一部変更について」 

  本議案は、「篠栗線篠栗駅東側自由通路整備事業に伴う篠栗駅自由通路新設工

事」の基本協定の一部を変更するため、議会の議決を求められたものであります。 

  当初協定金額８億１,８０５万２,０００円を７億１,８５１万９,６７６円に変更

し、協定を締結するもので、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は

処分に関する条例第２条の規定に基づくものであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第６、議案第１５号「工事請負契約の締結について」 

  篠栗駅東側自由通路線周辺整備（その２）工事を議題といたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第１５号「工事請負契約の締結について」 

  本議案は、篠栗駅東側自由通路線周辺整備（その２）工事について、請負契約を

締結するため、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する
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条例第２条の規定に基づき、議会の議決を求められたものであります。 

  本契約は、指名競争入札により、契約金額８,１６４万８,０００円、糟屋郡篠栗

町大字尾仲３７番地３１ 株式会社 廣田建設 代表取締役 大熊 将広 と契約を締

結するものであります。 

  工事概要は、篠栗駅東側自由通路周辺の交通広場等の整備で、契約期間は、２０

１９年９月３０日までであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第７、議案第１６号「財産の処分について」を議題といたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第１６号「財産の処分について」 

  本議案は、篠栗北地区産業団地開発事業において造成した土地を工場等の用地と

して売却するため、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求められたものであります。 

  売却する土地の所在は 篠栗町大字津波黒字髙辻３４６番５、面積１万３,５８８

平方メートル、売却額６億７,２６０万６,０００円で、福岡市東区松島５丁目２７

番５号 株式会社 やまやコミュニケーションズ 代表取締役社長 山本 正秀 に売

却するものであります。 
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  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第８、議案第１７号「財産の処分について」を議題といたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第１７号「財産の処分について」 

  本議案は、篠栗北地区産業団地開発事業において造成した土地を工場等の用地と

して売却するため、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求められたものであります。 

  売却する土地の所在は 篠栗町大字津波黒字髙辻３４６番５外１筆のうち、面積

８４３４平方メートル、売却額４億円で、福岡市中央区長浜１丁目３番４号 ケア

ユー株式会社 代表取締役社長 新川 勝美 に売却するものであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 



－ 54 －

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第１７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第９、議案第１８号「財産の処分について」を議題といたします。 

  本案も総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第１８号「財産の処分について」 

  本議案は、篠栗北地区産業団地開発事業において造成した土地を工場等の用地と

して売却するため、篠栗町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例第３条の規定に基づき、議会の議決を求められたものであります。 

  売却する土地の所在は 篠栗町大字津波黒字髙辻３４６番５外１筆のうち、面積

９９８４平方メートル、売却額５億１,２００万円で、北九州市小倉北区浅野３丁

目６番６号 極東ファディ株式会社 代表取締役社長 秋本 修治 に売却するもの

であります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 
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  よって、議案第１８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１０、議案第１９号「字の区域の変更及び町（丁目）の区域の設定につい

て」を議題といたします。 

  本案は、文教厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

  今長谷委員長。 

○文教厚生常任委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第１９号「字の区域の変更及び町（丁目）の区域の設定について」 

  本議案は、住居表示の実施予定区域において、字の区域の変更及び町（丁目）の

区域を設定するため、地方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の議決を求

められたものであります。 

  内容は、産業団地開発地の区域について、「大字津波黒」の一部区域を廃止し、

新たに町（丁目）を「彩り台」とするものです。 

  中町、下町、大勢門、新町にまたがる各区域について、「大字篠栗」「大字尾

仲」「大字田中」のそれぞれの一部区域を廃止し、新たに「中央一丁目」から「中

央六丁目」までの町（丁目）の区域を設定するものです。 

  なお、当該議案に関し、住居表示に関する法律第５条の２第１項に規定する公示

が実施され、公示日の翌日から起算して３０日を経過する日までに同条第２項に規

定する変更請求はなかったとの報告を受けております。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 
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  よって、議案第１９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１１、議案第２０号「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共

団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」を議題と

いたします。 

本案は、総務建設常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めま

す。 

村瀨委員長。 

○総務建設常任委員長（村瀨 敬太郎） 報告いたします。 

  議案第２０号「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増

減及び福岡県市町村職員退職手当組合規約の変更について」 

  本議案は、平成３１年３月３１日をもって、ふくおか県央環境施設組合、飯塚

市・桂川町衛生施設組合、浮羽老人ホーム組合及び東山老人ホーム組合が解散され、

福岡県市町村職員退職手当組合から脱退し、平成３１年４月１日から、ふくおか県

央環境広域施設組合が新設され、同退職手当組合に加入することに伴い、福岡県市

町村職員退職手当組合規約を変更するため、地方自治法第２９０条の規定により、

議会の議決を求められたものであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１２、議案第２１号「平成３０年度篠栗町一般会計補正予算（第８号）に

ついて」を議題といたします。 
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  本案は、予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第２１号「平成３０年度篠栗町一般会計補正予算（第８号）について」 

  本議案は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ３億６,４３５万９,０００円を減

額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１０３億５,４０７万６,０００円とするもの

であります。 

  全員出席の予算特別委員会のため、詳細につきましては省略いたします。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１３、議案第２２号「平成３０年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算

（第６号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第２２号「平成３０年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第６号）に

ついて」 

  本議案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ３１８万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ３１億４,２３３万７,０００円とするものでありま

す。 
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  内容は、歳出では、委託料において契約及び実績に基づき、額が確定したことか

ら３１８万円を減額し、予算整理するものです。 

  歳入では、一般会計繰入金を５８６万円増額補正し、その他特別調整交付金等の

額の確定による県補助金９０４万円の減額補正など、予算整理するものであります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２２号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１４、議案第２３号「平成３０年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第４号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第２３号「平成３０年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

について」 

  本議案は、既定の予算総額から歳入歳出それぞれ１,１２２万６,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億１,４５７万９,０００円とするも

のです。 

  内容は、実績見込みに伴い、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金１,１２

２万６,０００円の減額補正。歳入では、後期高齢者医療保険料８５５万円及び後

期高齢者医療基盤安定繰入金２６７万６,０００円を減額補正するものです。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い
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たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

 （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２３号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１５、議案第２４号「平成３０年の篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特

別会計補正予算（第２号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第２４号「平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計予算

（第２号）について」 

  本議案は、平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計の補正予算

であり、継続費の補正、繰越明許費の追加及び債務負担行為の補正を行うものであ

ります。 

  継続費補正について、篠栗北地区産業団地開発調査事業において、１億２,８７

２万５,０００円から１億３,４３２万９,０００円に増額補正し、期間を平成２８

年度から３２年度までとし、繰越明許費については、国交省用地確定測量業務にお

いて１６３万６,０００円追加されております。 

  また、債務負担行為補正につきましては、土地分筆登記業務委託において、限度

額２,０９９万７,０００円を追加、期間を平成３０年度から平成３２年とまでとし、

篠栗北地区産業団地開発事業において、限度額を３２億４万円から３８億６,５５

２万４,０００円に増額し、期間を平成２９年度から平成３２年度までに変更され、

篠栗北地区産業団地開発事業現場監理業務においては、期間を平成３０年度から平
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成３２年度までに変更されております。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、賛成多数にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  はい、横山議員。 

  反対討論ですね。 

○議員（横山 久義） 議席番号７番、横山でございます。 

  私は、本議案に反対の立場から意見を申し上げます。 

  本案は、平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計の補正予算で

あり、既に工事発注済みの工事費にさらに多額の補正を行うための債務負担行為補

正を行うことが主な内容であります。 

  開発行為では、原因者負担が大原則で、開発に要する費用は全て支出に計上され、

事業者が誰であれ、その原則が変わることはありません。このことは、これまで行

われた開発行為に対する町の対応を見れば歴然であります。問題は、この開発の収

支でありますが、今現在でも既に大きな赤字を出しているわけで、この上さらに多

額の工事費の追加は、慎重に考える必要があると考えますが、執行部の説明はあま

りにも粗雑であり、増額理由及びその根拠に疑問が多々あり、到底認めることはで

きません。 

  私は、県職員時代、土木エンジニアとして多くの工事の計画、設計、積算、施工

監督及び検査等を行った経験があります。 

  従って、土木エンジニアとしての誇りと行政をチェックする立場の議会の一員と

しての責任において、本議案に反対をいたします。 

  以上です。 

○議長（阿部 寛治） 次に、賛成討論はありませんか。 

  はい、栗須議員。 

○議員（栗須 信治） 議席番号３番、栗須でございます。 

  賛成の立場から意見を申し上げます。 
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  篠栗町篠栗北地区産業団地開発事業は、「篠栗町まち、ひと、しごと創生総合戦

略」の最重要点の取り組みであります。安定した雇用を創出し、賑わいのあるまち

づくりを進めるために、行政と民間企業が協力して、篠栗町の地方創生を実現する

ためには、ぜひとも成功しなければならないと思っております。 

  今後も町の取り組みを議会としてしっかりとチェックして、この事業を成功させ

たいと考えております。 

  そうした意味から本予算については、賛成をいたします。 

  以上で終わります。 

○議長（阿部 寛治） 次に、反対討論はございませんか。 

  賛成討論はございませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 賛成多数と認めます。 

  よって、議案第２４号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１６、議案第２５号「平成３０年度篠栗町水道事業会計補正予算（第４

号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第２５号「平成３０年度篠栗町水道事業会計補正予算（第４号）について」 

  本議案は、平成３０年度篠栗町水道事業会計を人件費の補正により、既決予算第

３条に定めた収益的収入及び支出の予定額に、収益的支出２４万円を追加し、収益

的支出の予定額を５億８,０５６万９,０００円とするものであります。 

  なお、財源につきましては、繰越利益剰余金などで補填するものです。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 
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  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１７、議案第２６号「平成３１年度篠栗町一般会計予算について」を議題

といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第２６号「平成３１年度篠栗町一般会計予算について」 

  本議案は、平成３１年度一般会計当初予算であり、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ１０１億５,５２２万４,０００円とするものであります。 

  前年度当初予算に対し、７億８,６１７万１,０００円の増額となっております。 

  主な増額要因といたしましては、津波黒地区の法面補強工事、障がい者福祉及び

児童福祉のサービスに係る経費、荒廃森林整備事業などの計上で、減額要因として

は、須恵町外二ヶ町清掃施設組合負担金などであります。 

  全員出席の予算特別委員会のため、詳細につきましては、省略させていただきま

す。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 
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  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２６号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１８、議案第２７号「平成３１年度篠栗町国民健康保険特別会計予算につ

いて」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第２７号「平成３１年度篠栗町国民健康保険特別会計予算について」 

  本議案は、平成３１年度篠栗町国民健康保険特別会計予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ２９億４,９２５万円とするもので、前年度当初予算額に対し約１.４％の減と

なっております。 

  歳出の主なものは、保険給付費２１億２,８５４万７,０００円、国民健康保険事

業費納付金７億３,９５０万２,０００円で、歳入の主なものは、国民健康保険税５

億８３０万６,０００円、県の保険給付費等交付金２１億７,４７４万６,０００円

であります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２７号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第１９、議案第２８号「平成３１年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算に

ついて」を議題といたします。 
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  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第２８号「平成３１年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算について」 

  本議案は、平成３１年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ４億２,８５１万３,０００円とするもので、前年度当初予算額に対し約２.

０％の増となっております。 

  歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金４億７５９万７,０００円で、

歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料３億２,２６１万７,０００円で、一般会

計繰入金１億５８８万８,０００円であります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第２８号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２０、議案第２９号「平成３１年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特

別会計予算について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第２９号「平成３１年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計予算に

ついて」 

  本議案は、平成３１年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計の当初予算
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であり、歳入歳出予算の総額それぞれ６億５,９８９万６,０００円とするものであ

ります。 

  主な歳出につきましては、篠栗北地区産業団地開発事業費６億５,３４９万６,０

００円、公債費６４０万円であります。 

  主な歳入につきましては、財産売払い収入５億７,２８６万円、繰越金８,７０３

万６,０００円であります。 

  また、一時借入金の最高額は６億円となっております。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、賛成多数にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 賛成多数と認めます。 

  よって、議案第２９号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２１、議案第３０号「平成３１年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予

算について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第３０号「平成３１年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算について」 

  本議案は、平成３１年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計予算を第２条に定め

る業務の予定量に即して収支の予定額を定めるものであります。 

  第３条において、収益的収入の予定額８億９,７１０万５,０００円に対し、支出

の予定額は８億７,３９７万円となり、２,３１３万５,０００円の黒字予算とする

ものであります。 
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  収益的支出の主なものは、流域下水道維持管理負担金２億６,５６０万円、支払

利息１億１,１３２万９,０００円などであります。 

  収益的収入の主なものは、下水道使用料４億７,５１８万８,０００円、他会計負

担金１億３,７５０万円が見込まれております。 

  次に、第４条において、資本的収入の予定額４億２４０万１,０００円に対し、

支出の予定額を５億７,１９８万８,０００円とし、資本的支出額に対し不足する 

１億６,９５８万７,０００円は、損益勘定留保資金などで補填されます。 

  資本的支出の主なものは、建設改良費７,００８万７,０００円、流域下水道建設

負担金３,９９０万６,０００円、企業債償還金４億６,１９７万３,０００円などで

あります。 

  資本的収入の主なものは、企業債２億８,５８０万円、他会計負担金１億１,６５

０万円が見込まれております。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

よって、議案第３０号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２２、議案第３１号「平成３１年度篠栗町水道事業会計予算について」を

議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 

○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第３１号「平成３１年度篠栗町水道事業会計予算について」 
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  本議案は、平成３１年度篠栗町水道事業会計予算を第２条に定める業務の予定量

に即して収支の予定額を定めるものであります。 

  第３条において、収益的収入の予定額５億２,５３１万１,０００円に対し、支出

の予定額は、５億２,４８７万７,０００円となり、４３万４,０００円の黒字予算

とするものであります。 

  収益的支出の主なものは、福岡地区水道企業団受水費１億９,５９６万１,０００

円、支払利息２,１３４万４,０００円などであります。 

  収益的収入の主なものは、水道使用料４億９,５７２万円が見込まれております。 

  次に、第４条において、資本的収入の予定額８,０１０万１,０００円に対し、支

出の予定額を１億９,５３１万４,０００円とし、資本的支出額に対し不足する１億

１,５２１万３,０００円は、損益勘定留保資金などで補填されます。 

  資本的支出の主なものは、建設改良費９,２２７万円、企業債償還金１億３０４

万４,０００円であります。 

  資本的収入の主なものは、企業債８,０１０万円が見込まれております。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第３１号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２３、議案第３５号「平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特

別会計予算（第３号）について」を議題といたします。 

  本案も予算特別委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

  今長谷委員長。 
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○予算特別委員長（今長谷 武和） 報告いたします。 

  議案第３５号「平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計予算

（第３号）について」 

  本議案は、平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団地整備事業特別会計の補正予算

で、繰越明許費の追加を行うものであります。 

  事業名は電柱移設補償で、金額は２５８万６,０００円であります。 

  当委員会において慎重審査の上、採決の結果、全員賛成にて原案のとおり可決い

たしております。 

  以上、報告を終わります。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの委員長の報告に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  次に、討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  ないようですので討論を終結し、ただいまから採決を行います。 

  本案に対する委員長の報告は、可決です。 

  本案を委員長報告のとおり、決定することに賛成の方はご起立願います。 

  （賛成者起立） 

○議長（阿部 寛治） 全員賛成と認めます。 

  よって、議案第３５号は、委員長報告のとおり可決されました。 

  日程第２４、「常任委員会の閉会中の継続調査の件」を議題といたします。 

  総務建設、文教厚生、両委員長から会議規則第７５条の規定により、お手元のタ

ブレットに掲載のとおり閉会中の継続調査の申し出があっております。 

  お諮りいたします。 

  両委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 ○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

  ここで、タブレットにメール送信しておりました委員会の閉会中の調査結果につ

いて質疑があれば受けたいと思います。 

  質疑はありませんか。 
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  ないようですので、質疑を終わります。 

  次に、お諮りいたします。 

  本会議中、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正につきましては、会議規則

第４５条の規定により、議長に委任していただきたいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（阿部 寛治） 異議なしと認めます。 

  よって、誤読などによる字句、数字等の整理、訂正は議長に委任していただくこ

とに決定いたしました。 

  ここで、西 邦彰 氏より発言を求められておりますので許可いたします。 

○教育長（西 邦彰） 失礼いたします。 

  ３月定例議会の最終日に、このような挨拶の機会を設けていただきまして、誠に

ありがとうございます。 

  平成２６年４月より５年にわたって教育長を務めさせていただきました。この間、

篠栗町議会議員の皆様には、多大なる教育行政へのご理解とご指導を賜りましたこ

とに心より御礼申し上げます。ありがとうございました。 

  就任当初より、町立幼小中の子どもたち３,４００名のために、より良い教育の

実現を目指して教育行政に取り組んでまいりました。 

  しかし、教育行政は、学校教育ばかりでなく、その分野・領域は広く、芸術・文

化・スポーツ・青少年健全育成など、幼児から高齢者まで全ての町民の皆様に関係

するものばかりで、課題も多岐にわたることを学ばせていただいた５年間でありま

した。 

  さて、来年４月より新学習指導要領が施行され、子どもたちが社会人となる変化

の激しい２０３０年代を生き抜く資質や能力を育てる教育が始まります。 

  目指しますのは、学校教育と社会教育が車の両輪として共同し、子どもたちに社

会を生き抜く力を育てていく教育であります。 

  教育委員会といたしましても、自立心や協調性、社会性を地域に学ぶ志教育や自

ら学び続ける力を培う幼小中一貫教育、グローバル社会の共通言語である小学校英

語科学習など、新学習指導要領の礎を少しずつ築いてまいりました。 

  お蔭さまで、学校においては、学力や体力が全国平均を上回ることができており

ますし、志教育、幼小中一貫教育、小学校英語教育は、県下のみならず全国の先陣

を切っているところでございます。これも園長、校長先生をはじめ、教職員の努力
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のお蔭とともに、何よりも３小校区の地域づくり協議会をはじめ、社会教育関係団

体の皆様の献身的なご支援とご協力の賜物と深く感謝申し上げるところでございま

す。 

  さて、この場をお借りしまして、昨年４月の火事被災につきましては、議員の皆

様に、心温まるお言葉と身に余る御厚情を賜りましたことを改めて御礼申し上げま

す。本当にありがとうございました。 

  結びになりますが、今後とも、篠栗町教育行政へのご指導、ご支援を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げますとともに、教育の里、篠栗町教育のさらなる発展

と議員の皆様、町民の皆様のご健勝とご多幸を祈念申し上げ退任の挨拶とさせてい

ただきます。長い間、誠にありがとうございました。 

○議長（阿部 寛治） 以上で、本定例会の日程は、全て終了いたしました。 

  それでは、ここでご報告をさせていただきます。 

  長年にわたり、議会議員として地方自治の振興に寄与した功績により、全国町村

議会議長会から松田 國守 議員、大楠 英志 議員、そして私、阿部 寛治 の３名に

表彰状及び記念品が贈られております。 

  併せて、福岡県町村議会議長会から荒牧 泰範 議員、松田 國守 議員、大楠 英

志 議員、そして私、阿部 寛治 の４名に同じく表彰状が送られております。 

  この場を借りまして、表彰状の伝達式を行いたいと思います。 

  では、松田 國守 議員から、続きまして、大楠議員、荒牧議員、次々渡していき

ますから。 

  表彰状 福岡県篠栗町 松田 國守 殿 

  あなたは、町村議会議員として多年にわたり地域の振興発展に寄与された、その

功績は誠に顕著であります。よって、ここにこれを表彰します。 

  平成３１年２月６日、全国町村議会議長会 会長 櫻井 正人（代読） 

  表彰状 福岡県篠栗町 大楠 英志 殿 

  あなたは町村議会議員として多年にわたり、地域の振興発展に寄与された、その

功績は誠に顕著であります。よって、ここにこれを表彰します。 

  平成３１年２月６日、全国町村議会議長会 会長 櫻井 正人（代読） 

○副議長（松田 國守） 表彰状 福岡県篠栗町 阿部 寛治 殿 

  あなたは町村議会議員として多年にわたり、地域の振興発展に寄与された、その

功績は誠に顕著であります。よって、ここにこれを表彰します。 

  平成３１年２月６日、全国町村議会議長会 会長 櫻井 正人（代読） 
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○議長（阿部 寛治） 表彰状 糟屋郡篠栗町議会 議員 荒牧 泰範 殿 

  貴殿は、長期にわたり議会議員として地方自治の振興発展に寄与せられ、特に大

きな功績を残されました。よって、これを表彰します。 

  平成３１年２月１８日、福岡県町村議会議長会 会長 坂本 東二郎（代読） 

  表彰状 糟屋郡篠栗町議会 議員 松田 國守 殿 

  貴殿は、長年町村議会議員として地方自治の振興発展に貢献せられ、大きな功績

を残されましたので、これを表彰します。 

  平成３１年２月１８日、福岡県町村議会議長会 会長 坂本 東二郎（代読） 

  表彰状 糟屋郡篠栗町議会 議員 大楠 英志 殿 

  貴殿は、長年町村議会議員として地方自治の振興発展に貢献せられ、大きな功績

を残されましたので、これを表彰します。 

  平成３１年２月１８日、福岡県町村議会議長会 会長 坂本 東二郎（代読） 

○副議長（松田 國守） 表彰状 糟屋郡篠栗町議会 議長 阿部 寛治 殿 

  貴殿は、長年町村議会議員として地方自治の振興発展に貢献され、大きな功績を

残されましたので、これを表彰します。 

  平成３１年２月１８日、福岡県町村議会議長会 会長 坂本 東二郎（代読） 

○議長（阿部 寛治） ここで、町長何か発言することがありましたら許可いたしま

す。 

  三浦町長。 

○町長（三浦 正） 平成３１年第１回定例会の閉会にあたりご挨拶申し上げます。 

  長期間にわたるご審議誠にありがとうございました。 

  「篠栗町教育委員会教育長の任命について」「篠栗町教育委員会委員の任命につ

いて」の人事案件２件、「篠栗町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定に

ついて」をはじめ条例案４件、篠栗線篠栗駅東側自由通路整備事業に伴う篠栗駅自

由通路新設工事に関し、事業が完了したことから九州旅客鉄道株式会社と結んだ協

定金額を減額する「基本協定の一部変更について」また、篠栗駅東側自由通路周辺

整備（その２）工事に関する「工事請負契約の締結について」の２件、篠栗北地区

産業団地開発事業において、造成した土地を工業用の用地として売却する「財産の

処分について」３件、今後順次整備していく住居表示の実施予定区域において、

「字の区域の変更及び町（丁目）の区域の設定について」、また「福岡県市町村職

員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の増減及び福岡県市町村職員退職手当

組合規約の変更について」、そして「平成３０年度補正予算」５件、「平成３１年
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度当初予算」６件、追加提案いたしました篠栗町小中学校空調設備設置工事に関す

る「工事請負契約の締結について」３件、「平成３０年度篠栗町篠栗北地区産業団

地整備事業特別会計補正予算（第３号）について」の１件、上程いたしました２８

議案につきまして、可決いただきましたことを感謝申し上げます。 

  ありがとうございました。 

  平成３１年度当初予算は、平成３０年度と比べ予算総額で７億８,６００万円増

の１０１億５,５００万円余となりましたが、防災事業としての全額起債で行いま

す津波黒地区法面補強工事の７億１,５００万円を除けば、ほぼ前年同額の予算で

ございました。 

  ただ、ここ数年、当初予算において説明しておりますように、篠栗町におきまし

ても、高齢化社会の進展は影響を及ぼしてきておりまして、扶助費における高齢者

福祉に係る経常経費は増加傾向にあります。 

  併せて、医療費が増加傾向にあり予算編成に苦慮しているところでございます。

加えて、国の就学前児童に対する支援策の応分の自治体負担も増加傾向にあること

から、財政の硬直化は否めません。 

  ご審議いただいたとおり、予算を組むに当たっては、現在のところ歳入の大きな

増加は見込めないところから基金を一部取り崩して予算を作り上げている状況でご

ざいます。できるだけ歳出を切り詰めて執行にあたることとしておりますが、今後

の人口趨勢を考慮すると、現在現状のままでの継続では、経常経費の漸増に伴い、

財政がさらに硬直化することは目に見えていることから、「篠栗町まち・ひと・し

ごと創生総合戦略」の重要な柱としての、篠栗駅篠栗北地区産業団地開発、篠栗駅

東側自由通路の建設等を新たなまちのシンボルを創造し、魅力ある町とすることに

よって、働き手人口の増加、交流人口の増加等地方創生を実践する先進地篠栗とな

るよう取り組みを進めてまいるところでございます。 

  本日、採決における反対討論において、「事業の計画自体に無理があった」「予

算の使い方に問題がある」とのご指摘をいただきました。貴重なご意見として、今

後の取り組みの中に生かしてまいります。このような町の先行きに対するご心配も

事業が終了し、将来像が明らかになった時点で、杞憂であったと思っていただける

よう、これまで以上に議会に対する説明責任を果たしながら、職員一同、最大限の

努力をすることをお約束いたします。その努力の積み重ねこそが、篠栗町のさらな

る自立への第一歩となると確信いたしております。 

  また、予算審議の際にいただいた貴重なご意見を十分踏まえながら、節約すべき
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ところは節約し、また執行にあたって見直すべきところは補正案を議会に上程させ

ていただきながら、議会のチェックのもとに粛々と行政運営を行ってまいりたいと

考えております。ただ今成立いたしました平成３１年度予算に基づく事業計画を早

期に実現するため、各課ともできるだけ仕事を前倒しして取り組んでまいりますの

で、何とぞよろしくお願いいたします。 

  ただいま、福岡県町村議会議長会から議員６期の表彰をお受けになられました 

荒牧 泰範 議員、４期表彰として全国町村議会議長会からと福岡県町村議会議長会

から表彰をお受けになられました阿部 寛治 議長、松田 國守 副議長、大楠 英志 

議員におかれましては、長年にわたる議会議員として地方自治の振興に寄与された

ご功績は大変大きいものでございます。私からも深甚なる敬意を表しますとともに、

心からお祝いを申し上げます。誠におめでとうございました。 

  さて、３月末でご退任される 西 邦彰 教育長におかれましては、平成２６年４

月から５年間にわたり、篠栗町の教育行政に携わっていただきました。この間、篠

栗町の小中学校での教育研究において大変ご尽力をいただきました。 

  また、小中一貫教育についてもしっかりとその道筋をつけていただくとともに、

新教育委員会制度についてもスムーズな移行をしていただくことができて大変感謝

申し上げます。今回ご退任に際し、教育委員会部局において貴重な人材を失うこと

は甚だ残念でございますが、後輩に道を譲るとのお言葉をいただきお受けすること

といたしました。５年間大変お世話になりました。ありがとうございました。 

  ３月限りで定年退職される 大塚 哲雄 総務課長、黒瀬 英三 会計課長、三明 祐

治 まちづくり課長のお三方には、長い間行政職員としてのお務め大変ご苦労さま

でした。行政という柱の一翼を担っていただき、課長職の重責を全うしていただき

ましたことに、この場を借りて私からも心から感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。 

  ５月から元号が変わる２０１９年度、新体制のもとに、次の時代の篠栗町の自立

を目指してしっかりと行政運営を継続し、地方創生を具体的に実践する先進自治体

となるべく努力してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 

  最後に、本年４月末日をもって、議員の皆様の任期が終了いたしますが、４年間

の議員の皆様方のご尽力に心から感謝申し上げます。開会挨拶でも申し上げました

が、任期半ばでの 山田 眞士 議員、阿髙 紀幸 前副議長というお２人の議員が逝

去され議員構成１０人となった中で、阿部議長はじめ議員の皆様におかれましては、

最後まで町政における最高の意思決定機関として、また行政のチェック機関として
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ご尽力賜りましたことに感謝申し上げます。ありがとうございました。 

  私は、平成２７年５月１３日の第１回臨時会におきまして、平成２７年度からス

タートした我が国の地方創生５か年計画とそれに沿って取り組む「篠栗町まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」の策定と実践を最重要課題として位置付け、確実な成果

を上げることのできるよう、ご協力賜りたいと考えていると申し上げました。 

  お蔭さまで、篠栗駅東側自由通路を完成させることができました。 

  また、昨今の夏の猛暑に対するため緊急に事業計画いたしました、町内小中学校

の普通教室に空調設備設置工事につきましては、本年６月までに完了すべくスター

トいたします。これら全てが、議員各位の深いご理解とご協力の賜物と感謝申し上

げます。 

  現在進行中の「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の核となる事業、篠栗

北地区産業団地開発事業につきましては、様々なご意見をいただいております。ご

心配の声も聞こえますが、先ほども申し上げましたように、完成の暁には事業当初

から係わっていただいた皆様方に喜んでいただけるよう努力してまいることを改め

てお約束申し上げます。 

  このように、お蔭さまでこの４年間で所期の目的を着実に達成することができた

と実感しております。どうもありがとうございました。改選後の議会におきまして

も、引き続き行政のチェック機関として、また行政とともに篠栗町を発展に導く車

の両輪としてご尽力賜りたいと願っております。 

  また、この度、ご勇退されると伺っております、横山議員には大変ご苦労さまで

ございました。ありがとうございました。長年にわたり町政発展のためにご尽力賜

りましたこと、また長いご経験の中からの貴重なご意見、ご指導賜りましたことを

感謝申し上げます。ありがとうございました。町民を代表してお礼を申し上げます。 

  今後は、篠栗町議会議員ＯＢとして、篠栗町の発展のため、引き続きお力を賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

  最後に、４月２１日に向けての議員の皆様のご健闘を祈念申し上げまして、平成

３１年第１回定例会閉会の挨拶といたします。長期間にわたるご審議、誠にありが

とうございました。 

○議長（阿部 寛治） ここで、任期最後の議会を閉会するにあたり、議会を代表し

て、一言あいさつを申し上げます。 

  本定例会は３月４日に開会し、本日をもって閉会いたしますが、議会審議に関し

まして、三浦町長をはじめ、町執行部の皆様方には、積極的にご理解とご協力をい



－ 75 －

ただきましたことと、真摯な対応に深く感謝をいたします。 

  西教育長、大塚総務課長、三明まちづくり課長、黒瀬会計課長におかれましては、

今年度をもって退職されると聞き及んでおります。長い間、篠栗町の発展充実のた

めに鋭意ご尽力されましたことに深く感謝を申し上げます。 

  今後は、今まで培われました知識や技術、人脈を通じて、地域や家庭において大

いに発揮され、さらなるご活躍を期待いたしております。 

  また、今期中に篠栗町議会を一緒に盛り上げてきた同士、阿髙副議長、山田議員

がご逝去されました。あまりにも早すぎる死であり、痛恨の極みであります。改め

て、衷心より哀悼の意を表します。議長として過去４年間の議会運営、議事進行に

つきましては、議員の皆様方の熱心なご指導、ご協力のもと、大過なく職責を全う

させていただきましたことに対しまして、厚く御礼申し上げます。 

  私たち議員の任期も４月末をもって終了することになりますが、来たるべき選挙

に出馬される皆様方におかれましては、ご健闘の上に見事栄冠を勝ち取られまして、

町政の発展、議会改革、そして、町民生活の向上のために、再びこの議場でお会い

できますことを心から祈念申し上げます。 

  最後になりましたが、篠栗町の益々の発展と皆様方のご健勝、ご多幸を心からご

祈念申し上げまして、お礼を兼ね、ごあいさつといたします。誠にありがとうござ

いました。 

  以上で、本日の会議を閉じます。 

  これをもちまして、平成３１年第１回篠栗町議会定例会を閉会いたします。 

閉会 午前１１時２８分 
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